
参考資料（第１４号議案：福祉課） 

ふじみ野市災害弔慰金の支給等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号

に掲げるところによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号

に掲げるところによる。 

(1) 災害 法第2条に規定する災害をいう。 (1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な

自然現象により被害が生ずることをいう。 

(2) 市民 災害により被害を受けた時において市の区域内に住所を有

した者をいう。 

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、この市の区域内に住所を有

した者をいう。 

(災害弔慰金を支給する遺族) (災害弔慰金を支給する遺族) 

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範

囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。 

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範

囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持し

ていた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先に

し、その他の遺族を後にする。 

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主としていた遺

族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他

の遺族を後にする。 

(2)・(3) (略) (2)・(3) (略) 

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし実

父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実

父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。 

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、

実父母を後にし同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、

実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし、実父母を後にする。 

3・4 (略)  3・4 (略) 

(支給の制限) (支給の制限) 

第7条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。 第7条 弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。 

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じた (1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じた



ものである場合 ものである場合 

(2) 令第2条に規定する場合 (2) 令第2条に規定する場合 

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別

の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合 

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別

の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合 

(支給の手続) (支給の手続) 

第8条 (略) 第8条 (略) 

2 市長は、遺族に対し、災害弔慰金の支給に関して必要な報告又は書

類の提出を求めることができる。 

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類

の提出を求めることができる。 

(災害援護資金の限度額等) (災害援護資金の限度額等) 

第13条 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの貸付限度額は、

災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号

に掲げるとおりとする。 

第13条 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの貸付限度額は、

災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号

に掲げるとおりとする。 

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下

「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当す

る場合 

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下

「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当す

る場合 

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以

上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がな

い場合 150万円 

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以

上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がな

い場合 1,500,000円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円 イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000円 

ウ 住居が半壊した場合 270万円 ウ 住居が半壊した場合 2,700,000円 

エ 住居が全壊した場合 350万円 エ 住居が全壊した場合 3,500,000円 

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 (2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円 ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 1,500,000円 

イ 住居が半壊した場合 170万円 イ 住居が半壊した場合 1,700,000円 



ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円 ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 2,500,000円 

エ 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350万円 エ 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 3,500,000円 

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建

て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等

特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」

と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるの

は「350万円」と読み替えるものとする。 

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建

て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等

特別の事情がある場合には、「2,700,000円」とあるのは「3,500,0

00円」と、「1,700,000円」とあるのは「2,500,000円」と、「2,50

0,000円」とあるのは「3,500,000円」と読み替えるものとする。 

2 (略) 2 (略) 

(償還等) (償還等) 

第15条 (略) 第15条 (略) 

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付け

を受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。 

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付け

を受けた者は、いつでも繰上げ償還をすることができる。 

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金につい

ては、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び

第12条の規定によるものとする。 

3 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法

第13条第1項、令第8条から第11条までの規定によるものとする。 

 


